
 提供先21

 ①法令上の根拠

 ②提供先における⽤途

 ③提供する情報

＜選択肢＞

1) 1万⼈未満

2) 1万⼈以上10万⼈未満
3) 10万⼈以上100万⼈未満

4) 100万⼈以上1,000万⼈未満
5) 1,000万⼈以上

 ⑤提供する情報の対象とな
る本⼈の範囲

 [○]情報提供ネットワークシステム [  ]専⽤線

 [  ]電⼦メール [  ]電⼦記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 [  ]フラッシュメモリ [  ]紙

 [  ]その他    （                                          ）

 ⑦時期・頻度

・国保法第５条に該当し、かつ国保法第６条の規定に該当していない住⺠およびその世帯主
・国保法第５条に該当しなくなった、または国保法第６条に該当した住⺠のみの世帯となった⽇、保険料等の未納がなくなった
⽇、保険料等の還付及び充当を⾏った⽇、現⾦給付の⽀給⽇、決裁⽇、申請⽇及び振替⽇のうち、最も新しい⽇付からの経過が５
年以下である世帯の住⺠及びその世帯主

 ⑥提供⽅法

情報照会の都度

後期⾼齢者医療広域連合

・番号法第19条第８号別表第⼆（第80項）
・番号法別表第⼆主務省令第43条

・⾼齢者の医療の確保に関する法律第84条（⾼額療養費）第１項の⾼額療養費の⽀給の申請に係る事実についての審査に関する
事務
・⾼齢者の医療の確保に関する法律第85条（⾼額介護合算療養費）第１項の⾼額介護合算療養費の⽀給の申請に係る事実につい
ての審査に関する事務
・⾼齢者の医療の確保に関する法律第104条（保険料）第２項の保険料の賦課に関する事務
・⾼齢者の医療の確保に関する法律施⾏規則第10条（資格取得の届出等）第１項若しくは第２項の被保険者の資格取得の届出⼜
は同令第26条（資格喪失の届出）の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

・被保険者資格に関する情報
・保険給付の⽀給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本⼈の数

[100万⼈以上1,000万⼈未満]



 提供先22

 ①法令上の根拠

 ②提供先における⽤途

 ③提供する情報

＜選択肢＞
1) 1万⼈未満

2) 1万⼈以上10万⼈未満
3) 10万⼈以上100万⼈未満

4) 100万⼈以上1,000万⼈未満

5) 1,000万⼈以上

 ⑤提供する情報の対象とな
る本⼈の範囲

 [○]情報提供ネットワークシステム [  ]専⽤線

 [  ]電⼦メール [  ]電⼦記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 [  ]フラッシュメモリ [  ]紙

 [  ]その他    （                                          ）

 ⑦時期・頻度

都道府県知事等

・番号法第19条第８号別表第⼆（第87項）
・番号法別表第⼆主務省令第44条

・中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦⼈等及び特定配偶者の⾃⽴の⽀援に関する法律第14条（⽀
援給付の実施）第１項及び第３項の⽀援給付の⽀給の実施、平成19年改正法附則第４条（施⾏前死亡者の配偶者に対する⽀援給
付の実施）第１項の⽀援給付の⽀給の実施並びに平成25年改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によるものとされ
た旧法第14条第１項の⽀援給付、平成25年改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第
３項の⽀援給付及び平成25年改正法附則第２条第３項の⽀援給付の⽀給の実施に関する事務
・中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦⼈等及び特定配偶者の⾃⽴の⽀援に関する法律第14条第４
項（平成19年改正法附則第４条第２項において準⽤する場合を含む。以下この条において同じ。）並びに平成25年改正法附則第
２条第１項及び第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第４項の規定によりその例によるものとされる
⽣活保護法第24条第１項の開始⼜は同条第９項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
・中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦⼈等及び特定配偶者の⾃⽴の⽀援に関する法律第14条第４
項並びに平成25年改正法附則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第４項の規定に
よりその例によるものとされる⽣活保護法第25条第１項の職権による開始⼜は同条第２項の職権による変更に関する事務
・中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦⼈等及び特定配偶者の⾃⽴の⽀援に関する法律第14条第４
項並びに平成25年改正法附則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第４項の規定に
よりその例によるものとされる⽣活保護法第26条の停⽌⼜は廃⽌に関する事務
・中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦⼈等及び特定配偶者の⾃⽴の⽀援に関する法律第14条第４
項並びに平成25年改正法附則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第４項の規定に
よりその例によるものとされる⽣活保護法第63条の費⽤の返還に関する事務
・中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦⼈等及び特定配偶者の⾃⽴の⽀援に関する法律第14条第４
項並びに平成25年改正法附則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第４項の規定に
よりその例によるものとされる⽣活保護法第77条第１項⼜は第78条第１項及び第２項の徴収⾦の徴収（同法第78条の２第１項の
徴収⾦の徴収を含む。）に関する事務

・保険給付の⽀給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本⼈の数

[100万⼈以上1,000万⼈未満]

・国保法第５条に該当し、かつ国保法第６条の規定に該当していない住⺠およびその世帯主
・国保法第５条に該当しなくなった、または国保法第６条に該当した住⺠のみの世帯となった⽇、保険料等の未納がなくなった
⽇、保険料等の還付及び充当を⾏った⽇、現⾦給付の⽀給⽇、決裁⽇、申請⽇及び振替⽇のうち、最も新しい⽇付からの経過が５
年以下である世帯の住⺠及びその世帯主

 ⑥提供⽅法

情報照会の都度



 提供先23

 ①法令上の根拠

 ②提供先における⽤途

 ③提供する情報

＜選択肢＞

1) 1万⼈未満

2) 1万⼈以上10万⼈未満

3) 10万⼈以上100万⼈未満

4) 100万⼈以上1,000万⼈未満

5) 1,000万⼈以上

 ⑤提供する情報の対象とな
る本⼈の範囲

 [○]情報提供ネットワークシステム [  ]専⽤線

 [  ]電⼦メール [  ]電⼦記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 [  ]フラッシュメモリ [  ]紙

 [  ]その他    （                                          ）

 ⑦時期・頻度

 提供先24

 ①法令上の根拠

 ②提供先における⽤途

 ③提供する情報

厚⽣労働⼤⾂

番号法第19条第８号別表第⼆（第88項）

原⼦爆弾被爆者に対する援護に関する法律による⼀般疾病医療費の⽀給に関する事務であって主務省令で定めるもの

原⼦爆弾被爆者に対する援護に関する法律第18条（⼀般疾病医療費の⽀給）第１項ただし書に規定する他の法令による医療に関
する給付の⽀給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 ④提供する情報の対象とな
る本⼈の数

[100万⼈以上1,000万⼈未満]

被保険者資格に関する情報

・国保法第５条に該当し、かつ国保法第６条の規定に該当していない住⺠およびその世帯主
・国保法第５条に該当しなくなった、または国保法第６条に該当した住⺠のみの世帯となった⽇、現⾦給付の⽀給⽇、決裁⽇、申
請⽇及び振替⽇のうち、最も新しい⽇付からの経過が５年以下である世帯の住⺠及びその世帯主

 ⑥提供⽅法

情報照会の都度

市町村⻑

・番号法第19条第８号 別表第⼆（第93項）
・番号法別表第⼆主務省令第46条第１項、第２項

・介護保険法第12条（届出等）第３項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務（第⼆号被保険者（同
法第９条第２号の第⼆号被保険者をいう。以下この条において同じ。）に係るものに限る。）
・介護保険法第27条（要介護認定）第１項の要介護認定、同法第28条（要介護認定の更新）第２項の要介護更新認定⼜は同法第
29条（要介護状態区分の変更の認定）第１項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
・介護保険法第32条（要⽀援認定）第１項の要⽀援認定、同法第33条（要⽀援認定の更新）第２項の要⽀援更新認定⼜は同法第
33条の２（要⽀援状態区分の変更の認定）第１項の要⽀援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
・介護保険法第37条（介護給付等対象サービスの種類の指定）第２項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実
についての審査に関する事務
・介護保険法施⾏規則第27条（被保険者証の再交付及び返還）第１項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に
関する事務（第⼆号被保険者に係るものに限る。）
・介護保険法施⾏規則第32条（資格喪失の届出）の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務（第⼆号
被保険者に係るものに限る。）
・健康保険法等の⼀部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効⼒を有するものと
された同法第26条の規定による改正前の介護保険法第８条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の⽀給に関す
る事務



＜選択肢＞

1) 1万⼈未満

2) 1万⼈以上10万⼈未満

3) 10万⼈以上100万⼈未満

4) 100万⼈以上1,000万⼈未満

5) 1,000万⼈以上

 ⑤提供する情報の対象とな
る本⼈の範囲

 [○]情報提供ネットワークシステム [  ]専⽤線

 [  ]電⼦メール [  ]電⼦記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 [  ]フラッシュメモリ [  ]紙

 [  ]その他    （                                          ）

 ⑦時期・頻度

 提供先25

 ①法令上の根拠

 ②提供先における⽤途

 ③提供する情報

＜選択肢＞

1) 1万⼈未満

2) 1万⼈以上10万⼈未満

3) 10万⼈以上100万⼈未満

4) 100万⼈以上1,000万⼈未満

5) 1,000万⼈以上

 ⑤提供する情報の対象とな
る本⼈の範囲

 [○]情報提供ネットワークシステム [  ]専⽤線

 [  ]電⼦メール [  ]電⼦記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 [  ]フラッシュメモリ [  ]紙

 [  ]その他    （                                          ）

 ⑦時期・頻度

 ④提供する情報の対象とな
る本⼈の数

[100万⼈以上1,000万⼈未満]

・国保法第５条に該当し、かつ国保法第６条の規定に該当していない住⺠およびその世帯主
・国保法第５条に該当しなくなった、または国保法第６条に該当した住⺠のみの世帯となった⽇、保険料等の未納がなくなった
⽇、保険料等の還付及び充当を⾏った⽇、現⾦給付の⽀給⽇、決裁⽇、申請⽇及び振替⽇のうち、最も新しい⽇付からの経過が５
年以下である世帯の住⺠及びその世帯主

 ⑥提供⽅法

情報照会の都度

・国保法第５条に該当し、かつ国保法第６条の規定に該当していない住⺠およびその世帯主
・国保法第５条に該当しなくなった、または国保法第６条に該当した住⺠のみの世帯となった⽇、現⾦給付の⽀給⽇、決裁⽇、申
請⽇及び振替⽇のうち、最も新しい⽇付からの経過が５年以下である世帯の住⺠及びその世帯主

 ⑥提供⽅法

情報照会の都度

都道府県知事⼜は保健所を設置する市の⻑

・番号法第19条第８号別表第⼆（第97項）
・番号法別表第⼆主務省令第49条

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条（他の法律による医療に関する給付との調整）第１項の同法第
37条（⼊院患者の医療）第１項⼜は第37条の２（結核患者の医療）第１項の規定による費⽤の調整に関する事務

保険給付の⽀給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本⼈の数

[100万⼈以上1,000万⼈未満]



 提供先26

 ①法令上の根拠

 ②提供先における⽤途

 ③提供する情報

＜選択肢＞

1) 1万⼈未満

2) 1万⼈以上10万⼈未満

3) 10万⼈以上100万⼈未満

4) 100万⼈以上1,000万⼈未満

5) 1,000万⼈以上

 ⑤提供する情報の対象とな
る本⼈の範囲

 [○]情報提供ネットワークシステム [  ]専⽤線

 [  ]電⼦メール [  ]電⼦記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 [  ]フラッシュメモリ [  ]紙

 [  ]その他    （                                          ）

 ⑦時期・頻度

独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構

・番号法第19条第８号別表第⼆（第106項）
・番号法別表第⼆主務省令第53条

・独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構法第14条（学資の貸与）第１項の学資貸与⾦の貸与⼜は同法第17条の2（学資の⽀給）第1項の
学資⽀給⾦の⽀給の申請に係る事実についての審査に関する事務
・独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構法第15条（学資貸与⾦の返還の条件等）第２項の学資貸与⾦⼜は同法第17条の３（学資⽀給⾦
の返還）の規定により返還させる学資⽀給⾦の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
・独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構法施⾏令第５条（学資貸与⾦の返還の期限等）第４項の学資貸与⾦⼜は独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀
援機構法第17条の３の規定により返還させる学資⽀給⾦の返還の期限及び返還の⽅法の変更の申請に係る事実についての審査に
関する事務

保険給付の⽀給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本⼈の数

[100万⼈以上1,000万⼈未満]

・国保法第５条に該当し、かつ国保法第６条の規定に該当していない住⺠およびその世帯主
・国保法第５条に該当しなくなった、または国保法第６条に該当した住⺠のみの世帯となった⽇、現⾦給付の⽀給⽇、決裁⽇、申
請⽇及び振替⽇のうち、最も新しい⽇付からの経過が５年以下である世帯の住⺠及びその世帯主

 ⑥提供⽅法

情報照会の都度



 提供先27

 ①法令上の根拠

 ②提供先における⽤途

 ③提供する情報

＜選択肢＞

1) 1万⼈未満

2) 1万⼈以上10万⼈未満

3) 10万⼈以上100万⼈未満

4) 100万⼈以上1,000万⼈未満

5) 1,000万⼈以上

 ⑤提供する情報の対象とな
る本⼈の範囲

 [○]情報提供ネットワークシステム [  ]専⽤線

 [  ]電⼦メール [  ]電⼦記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 [  ]フラッシュメモリ [  ]紙

 [  ]その他    （                                          ）
 ⑦時期・頻度

都道府県知事⼜は市町村⻑

・番号法第19条第８号別表第⼆（第109項）
・番号法別表第⼆主務省令第55条の２

・障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律第７条（他の法令による給付等との調整）の⾃⽴⽀援給付の⽀給
の調整に関する事務
・障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律第53条（申請）第１項の⽀給認定の申請に係る事実についての
審査に関する事務
・障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律第56条（⽀給認定の変更）第２項の⽀給認定の変更に関する事
務
・障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律施⾏令第32条（申請内容の変更の届出）第１項の申請内容の変
更の届出に係る事実についての審査に関する事務

保険給付の⽀給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本⼈の数

[100万⼈以上1,000万⼈未満]

・国保法第５条に該当し、かつ国保法第６条の規定に該当していない住⺠およびその世帯主
・国保法第５条に該当しなくなった、または国保法第６条に該当した住⺠のみの世帯となった⽇、現⾦給付の⽀給⽇、決裁⽇、申
請⽇及び振替⽇のうち、最も新しい⽇付からの経過が５年以下である世帯の住⺠及びその世帯主

 ⑥提供⽅法

情報照会の都度
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 ①法令上の根拠

 ②提供先における⽤途

 ③提供する情報

＜選択肢＞

1) 1万⼈未満

2) 1万⼈以上10万⼈未満

3) 10万⼈以上100万⼈未満

4) 100万⼈以上1,000万⼈未満

5) 1,000万⼈以上

 ⑤提供する情報の対象とな
る本⼈の範囲

 [○]情報提供ネットワークシステム [  ]専⽤線

 [  ]電⼦メール [  ]電⼦記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 [  ]フラッシュメモリ [  ]紙

 [  ]その他    （                                          ）

 ⑦時期・頻度

・保険給付の資格者等に関する情報
・保険給付の⽀給に関する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本⼈の数

[100万⼈以上1,000万⼈未満]

・国保法第５条に該当し、かつ国保法第６条の規定に該当していない住⺠およびその世帯主
・国保法第５条に該当しなくなった、または国保法第６条に該当した住⺠のみの世帯となった⽇、保険料等の未納がなくなった
⽇、保険料等の還付及び充当を⾏った⽇、現⾦給付の⽀給⽇、決裁⽇、申請⽇及び振替⽇のうち、最も新しい⽇付からの経過が５
年以下である世帯の住⺠及びその世帯主

 ⑥提供⽅法

情報照会の都度

都道府県知事

・番号法第19条第８号別表第⼆（第120号）
・番号法別表第⼆主務省令第59条の３

・難病の患者に対する医療等に関する法律第６条（申請）第１項の⽀給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
・難病の患者に対する医療等に関する法律第10条（⽀給認定の変更）第２項の⽀給認定の変更の認定に関する事務
・難病の患者に対する医療等に関する法律第12条（他の法令による給付との調整）の特定医療費の⽀給の調整に関する事務


